
環
境
政
策
課

環
境
政
策
グ
ル
ー
プ
が
移
転
し
ま
す

　

10
月
２
日
㈪
よ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
か
ら
市
役
所
本
館
２
階
へ
移

転
し
ま
す
。
移
転
に
伴
い
、
電
話
番

号
が
変
わ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
環
境
政
策
課
指
導
グ
ル
ー
プ
の
住

所
、
電
話
番
号
は
変
更
な
し

環
境
政
策
グ
ル
ー
プ
の
電
話
番
号

◦
９
月
29
日
㈮
ま
で

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）４
１
２
９

◦
10
月
２
日
㈪
以
降

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
９
０

犬
の
飼
い
方
教
室

◆
①
講
義

と
き　

11
月
25
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ　

四
條
畷
市
役
所

　

（
四
條
畷
市
中
野
本
町
１
︲
１
）

◆
②
実
技
講
習

と
き　

11
月
26
日
㈰
午
前
10
時
～
午

後
４
時
30
分
の
う
ち
１
時
間
程
度

と
こ
ろ　

蔀
屋
中
継
所

　

（
四
條
畷
市
蔀
屋
新
町
８
︲
26
）

◆
共
通

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

10
月
２
日
㈪
～
23
日
㈪
に
電
話
ま

た
は
府
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み

※
②
は
①
の
受
講
者
の
み
参
加
可

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

申
込
・
問
合
先　

府
動
物
愛
護
管
理

セ
ン
タ
ー
四
條
畷
支
所

　

☎
０
７
２（
８
６
２
）２
１
７
０

10月10日(火)に振り込み 児童手当・特例給付10月期（６月～９月）分　こども政策課　☎０６（６９０２）６１８６

経
営
総
務
課
が
移
転
し
ま
す

　

10
月
２
日
㈪
を
も
っ
て
、
泉
町
浄

水
場
か
ら
市
役
所
本
館
２
階
へ
移
転

し
ま
す
。
移
転
に
伴
い
、
電
話
番
号

が
変
わ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

経
営
総
務
課
の
電
話
番
号

◦
９
月
29
日
㈮
ま
で

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）３
１
３
１

◦
10
月
２
日
㈪
以
降

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
３

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

10
月
中
旬
に
送
付

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
（
緑
色
）
を
10
月
中
旬
に
簡
易
書

留
で
送
り
ま
す
。
転
送
不
可
の
た
め

郵
便
局
に
転
送
届
を
出
し
て
い
て
も

転
送
先
に
配
達
さ
れ
ま
せ
ん
。
住
所

地
以
外
へ
送
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

窓
口
ま
た
は
郵
送
に
て
送
付
先
変
更

を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

不
在
連
絡
票
が
投
函
さ
れ
た
場
合

は
保
管
期
限
ま
で
に
郵
便
局
に
再
配

達
の
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
健
康
保
険
課
で
受
け
取
る
場
合
は

11
月
６
日
㈪
か
ら

　

顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
同
じ
世
帯
で
な

い
人
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

国
民
健
康
保
険

短
期
被
保
険
証
の
更
新

　

11
月
１
日
㈬
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
10
月
16

日
㈪
か
ら
収
納
課
窓
口
で
交
付
し
ま

す
。
仕
事
な
ど
で
、
業
務
時
間
内
に

来
庁
で
き
な
い
方
は
、
時
間
外
相
談

窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
時
間
外
相
談
窓
口

と
き　

10
月
30
日
㈪
・
31
日
㈫

　

午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

持
ち
物　

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確

認
が
で
き
る
物

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

差
額
で
防
災
！

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
啓
発

講
座
・
防
災
講
話

　

市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
を
対
象
に
開
催
し
ま
す
。
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

で
生
じ
る
差
額
で
購
入
で
き
る
、
災

害
時
に
役
立
つ
備
蓄
物
資
も
紹
介
し

ま
す
。

と
き
・
内
容　

11
月
14
日
㈫

◦
第
１
部
…
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

啓
発
講
座
、
午
前
10
時
15
分
～
11

時
15
分

◦
第
２
部
…
防
災
講
話
、
午
前
11
時

25
分
～
正
午

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

費
用　

無
料

申
込
方
法　

10
月
16
日
㈪
～
開
催
日

前
日
に
電
話
ま
た
は
直
接

※
参
加
者
全
員
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
簡

単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
あ
り

ま
ち
ま
る
ご
と
耐
震
化
支
援
事
業

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
送
付
と

戸
別
訪
問

　

府
と
連
携
し
て
、
耐
震
補
助
に
関

す
る
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
送
付
や
、

こ
の
事
業
に
登
録
す
る
建
築
士
が
皆

さ
ん
の
家
を
訪
問
し
、
耐
震
に
関
す

る
説
明
・
相
談
を
行
い
ま
す
。
訪
問

す
る
建
築
士
（
大
阪
府
耐
震
講
習
受

講
者
）
は
市
が
発
行
し
た
会
員
資
格

証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

◆
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

と
き　

10
月
上
旬
発
送

送
付
地
区　

第
三
中
学
校
区

対
象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
ま
で
に

建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅

◆
個
別
訪
問

と
き　

10
月
16
日
㈪
～
11
月
30
日
㈭

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
所
要
時
間
は
10
分
程
度

実
施
地
区　

第
三
中
学
校
区
の
一
部

対
象　

外
観
や
目
視
に
よ
り
耐
震
診

断
が
必
要
と
思
わ
れ
る
昭
和
56
年

５
月
31
日
ま
で
に
建
て
ら
れ
た
木

造
住
宅

実
施
者　

特
定
非
営
利
活
動
法
人

　
「
人
・
家
・
街　

安
全
支
援
機
構
」

　

☎
０
１
２
０（
２
６
３
）１
５
０

問
合
先

　

建
築
指
導
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
４
１

　
市
か
ら
の
委
託
と
偽
っ
て
「
無
料

で
屋
根
な
ど
を
点
検
し
ま
す
」
と
高

額
な
工
事
の
契
約
を
強
引
に
迫
る
業

者
な
ど
の
点
検
商
法
に
は
十
分
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

カ
ド
マ
と
タ
ク
ミ　
ｖ
ｏ
ｌ
．
10

ク
ラ
フ
ト
の
タ
ク
ミ

　

今
回
は
、
フ
ァ
ク
ト
リ
ズ
ム
門
真

支
部
と
の
コ
ラ
ボ
を
実
施
し
ま
す
。

い
つ
も
の
マ
ル
シ
ェ
に
加
え
、
市
内

も
の
づ
く
り
企
業
の
ブ
ー
ス
が
出
店

し
ま
す
。
大
人
も
子
ど
も
も
門
真
の

休
日
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

※
フ
ァ
ク
ト
リ
ズ
ム
２
０
２
３
は
３

面
に
掲
載

と
き　

10
月
22
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　

ト
ラ
イ
ア
ル
パ
ー
ク

　

（
旧
門
真
プ
ラ
ザ
駐
車
場
）

問
合
先　

都
市
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
２
３
８

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
す
る

市
・
府
民
税

10
月
分
か
ら
本
徴
収
に

　

前
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人
は
、

10
月
か
ら
特
別
徴
収
税
額
が
変
わ
り

ま
す
。
ま
た
、
今
年
度
か
ら
特
別
徴

収
と
な
る
人
は
、
10
月
か
ら
特
別
徴

収
が
開
始
し
ま
す
。

対
象　

４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
で
、

公
的
年
金
に
か
か
る
条
件
を
満
た

す
す
べ
て
の
人

※
手
続
き
は
不
要

◆
特
別
徴
収
が
継
続
さ
れ
る
場
合

　

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象

者
が
、
４
月
１
日
以
降
に
他
市
区
町

村
へ
転
出
し
た
場
合
、
今
年
度
の
本

徴
収
が
継
続
さ
れ
、
次
年
度
分
の
仮

徴
収
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
12
月
と
２
月
分
の
本
徴
収

税
額
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
の
み
特

別
徴
収
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

固
定
資
産
税
家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

新
築
・
増
築
家
屋
（
住
宅
・
店
舗

・
事
務
所
・
倉
庫
・
車
庫
な
ど
）
の

外
観
確
認
や
内
装
の
聞
き
取
り
を
す

る
た
め
、
徴
税
吏
員
証
を
携
帯
し
た

市
職
員
が
訪
問
し
ま
す
。

◆
家
屋
の
滅
失
届

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
、
滅
失

届
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
法
務
局
で
滅
失
登
記
し
た
場
合

は
提
出
不
要
で
す
。

◆
未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更

　

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
更
に

な
っ
た
場
合
、
未
登
記
家
屋
名
義
変

更
申
告
書
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ

提
出
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

10
月
１
日
㈰
か
ら
税
証
明
書
の
発
行
を

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
申
請
で
き
ま
す

　

税
証
明
書
の
発
行
申
請
か
ら
手
数

料
の
支
払
い
ま
で
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
申
請
受

付
後
、
郵
送
で
自
宅
ま
で
お
届
け
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
の
証
明
書

　

課
税
証
明
書
、
所
得
証
明
書

手
数
料　

１
通
３
０
０
円

※
別
途
郵
送
料
が
必
要

※
申
請
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

が
必
要
。
申
請
者
本
人
分
の
み
発

行
可

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

年
金
の
相
談
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
へ

　

相
談
の
際
は
基
礎
年
金
番
号
が
わ

か
る
書
類
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

◦
月
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後

７
時

◦
火
～
金
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
開
所

日
の
午
後
７
時
ま
で
受
付

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

相
談
先　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

①
☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

②
☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
番
号
か
ら
か
け

る
場
合
は
②
へ

申
込
・
問
合
先　

健
康
保
険
課　

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
８
９

　リユースプラットフォーム「おいくら」を通じた再
利用を推進しています。
◆「おいくら」とは
　複数のリユースショップの買取価格を比較し、売却
できるサービスです。粗大ごみとして処分する前にリ
ユースを検討してみませんか。
申込・問合先
　クリーンセンター業務課　☎０６(６９０９)００４８

「おいくら」への
お申込みは
こちらから

粗大ごみとして処分する前に
リユースを検討しませんか

下
水
道
に
関
す
る
お
知
ら
せ

◆
下
水
道
整
備
区
域
の
拡
大

　

10
月
か
ら
く
み
取
り
便
所
の
水
洗

化
や
浄
化
槽
の
廃
止
が
可
能
と
な
る

地
域
が
広
が
り
ま
す
。

対
象
区
域

　

打
越
町
、
五
月
田
町
の
各
一
部

◆
下
水
道
使
用
料
の
負
担

　

下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
３
年
以
内
に
く
み
取
り
便
所
を

水
洗
化
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
浄
化
槽
を
含
む
生
活
雑
排

水
は
下
水
道
管
を
通
っ
て
浄
化
処
理

さ
れ
る
た
め
、
水
道
使
用
量
に
応
じ

て
下
水
道
使
用
料
の
負
担
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

問
合
先　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

保

険

税

金

ま
ち
づ
く
り

年

金

上
下
水
道

環

境
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